
働き方改革が 

 働かせ方改革に 

  なっていませんか？ 

（数字目標が先行） 

働いているのは私たち 

 主役が声を 

出していきましょう 

（働きやすい環境に） 

先輩たちがいるうちに・・・ 

 

青年部対象年齢職員数(415人) 

/全職員数(4425人)＝９％ 

※青年部対象年齢職員数(34歳) 

 

会
計
年
度
任
用
職
員
制
度 

20年 4月 1日～ 

24年 3月 31日まで 

当初 

提案 

最終 

回答 

一般職 

(若年層) 

給料 3.0% 1.5% 

一時金 3.0% 3.0% 

一般職 給料 3.0% 2.5%※ 

一時金 3.0% 3.0% 

課長級 給料 5.0% 5.0% 

一時金 5.0% 5.0% 

常勤講師 給料 3.0% 1.5% 

一時金 3.0% 3.0% 

※23年度は 2.0% 

若年層：「職務段階別加算率」の非該当者 

（経験年数 10年以上等で一時金に 5%加算） 

常勤講師 

 現行 改正後 

地方公務員共済

制度 

社会保険 地方公務員共済

適用 

離職期間 1か月 

7日まで短縮可 

なし 

給付 1級上限 73号 

(275,000円) 

現行どおり 

非常勤講師（会計年度任用職員） 

 現行 改正後 

報酬 1コマ 

2,460円 

・1コマ 2,460円 

・成績処理業務を行った月に限り支給 

週の担当時数 

(1校あたり) 

支給額/月 

01h～04h  07,380円 

05h～09h  12,300円 

10h～14h  17,220円 

15h～    22,140円 

（6 ヵ月分の支給を基本とする） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青

年

ペ
ー
パ
ー 

青
年
部 対

県
教
委
交
渉 

 

若
手
の
声
を
ぶ
つ
け
る 

新潟高教組青年部新聞  2019年度 No.8 

○Ｃ新潟高教組青年部 2020/02/08 

新潟県高等学校教職員組合 

新潟市中央区川岸町 2-11-4 

TEL:025-265-4151 

FAX:025-231-1036 

Mail:shinkoukyou 

@beach.ocn.ne.jp 

青年部担当 

浅川 智之 

新
高
教 

青年部クイズ⑦ 
 
すすすすす 
すすすすす 
 
わかった人は本部まで 
正解者には抽選ですてきなプ
レゼントが・・・（2月末締切） 

前号の答え：８ 
 

臨
時
的
賃
金
削
減 

給
与
２
．
５
％ 

（
若
年
層
は
１
．
５
％
） 

厳
し
い
交
渉
・
当
初
提
案
押
し
返
す 

 

１
月
９
日
、
青
年
部
は
県
教
委
と
要
求
書
に
基
づ

く
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。
主
な
重
点
は
次
の
と
お
り

で
す 

 

①
適
切
な
学
校
運
営
（
時
間
外
勤
務
に
関
し
て
） 

 

②
若
年
層
へ
の
支
援
体
制 

 

③
休
暇
制
度
の
改
善 

④
精
神
疾
患
の
未
然
防
止 
 

⑤
臨
時
非
常
勤
職
員
の
処
遇
改
善 

 
⑥
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
防
止 

⑦
新
採
用
異
動
方
針
の
検
討 

 

な
ど
に
な
り
ま
す
。 

 

交
渉
の
中
で
、
常
勤
講
師
の
年
次
休
暇
に
つ
い
て

繰
越
可
能
に
な
る
と
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
20

年
度
新
採
用
が
５
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
す
ま
す

年
齢
構
成
が
偏
っ
て
い
き
、
若
年
層
に
か
か
る
負
担

が
非
常
に
大
き
く
な
っ 

て
い
く
こ
と
。
採
用
の 

計
画
を
示
す
よ
う
求
め 

ま
し
た
。 

若
年
層
な
ら
で
は 

の
課
題
が
ま
だ
ま
だ
あ 

る
と
思
い
ま
す
。 

今
後
も
声
を
上
げ
続 

け
、
働
き
や
す
い
環
境 

を
求
め
て
い
く
必
要
が 

あ
り
ま
す
。 

 

□
地
公
労
は
計
８
回
臨
時
的
給
与
削
減
交
渉
を
行
い
、
1
月
29
日

の
最
終
交
渉
を
持
っ
て
妥
結
・
合
意
の
判
断
を
し
ま
し
た
。
当
初
提

案
３
．
０
％
を
組
合
員
が
厳
し
い
と
り
く
み
に
結
集
し
た
成
果
と
し

て
、
２
．
５
％
（
若
年
層
は
１
．
５
％
）
に
押
し
返
す
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
県
職
員
の
賃
金
は
、
労
働
基
本
権
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ

と
の
代
償
措
置
期
間
で
あ
る
人
事
委
員
会
勧
告
制
度
の
も
と
で
決

定
さ
れ
ま
す
。
臨
時
的
賃
金
削
減
課
題
は
、
県
当
局
の
失
策
が
引
き 

起
こ
し
た
財
政
危
機
を
理
由
に
制
度
を
否
定
す
る
異
例
の
も
の
で

す
。
合
意
し
た
内
容
は
、
決
し
て
十
分
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

①
責
任
は
職
員
に
な
い
こ
と 

②
削
減
率
を
押
し
返
し
た
こ
と
（
特

に
若
年
層
は
半
分
に
） 

③
削
減
期
間
の
延
長 

は
し
な
い
こ
と 

 

な
ど
前
進
回
答
を
引 

き
出
す
こ
と
が
で
き 

た
こ
と
は
組
合
が
な 

く
て
は
成
し
遂
げ
ら 

れ
な
か
っ
た
こ
と
で 

す
。
今
後
も
、「
組
合 

員
の
生
活
を
守
る
」 

為
に
、
地
公
労
は
た 

た
か
い
を
強
化
し
て 

い
き
ま
す
。 

20
年
4
月
1
日
よ
り
、
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

す
。
交
渉
の
結
果
、
期
末
手
当
の
支
給
は
課
題
と
し
て
残
り
ま
し
た
が
、

成
績
処
理
業
務
に
手
当
が
つ
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
常
勤
講
師
の

離
職
期
間
が
撤
廃
さ
れ
ま
す
。
是
非
お
近
く
の
講
師
の
方
へ
伝
え
る
と
と

も
に
組
合
へ
の
加
入
の
と
り
く
み
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 


